
二級建築施工
管理技士対策講座
受講生募集中‼

受講申込受付
講 習 場 所

令和 8年 7月下旬～11月上旬まで
(33日間予定）

講 習 内 容

受 験 資 格

建築一般Ⅰ・建築一般Ⅱ・安全管理
施工計画・品質管理・工程管理・法規Ⅰ
法規Ⅱ・実地全般

（実務経験）
高等学校(指定学科卒)3 年以上、指定学
科以外卒業後 4年 6ヶ月以上
実務経験者 8年以上、大学・専門校によ
り実務経験は異なります。
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規矩術講習会
　木造軸組工法を学ぶ機会が少ない若年技能者を対象に「規矩術講
習会」を開催します。
地区 日　　　程 会　　　場 受講料

長崎
令和 ８年 5月16日㈯～17日㈰
午前 9時～午後 4時
（受付開始：午前 8時30分より）

建設長崎本部
（長崎市城山町１７‐５８） ２，０００円

【対 象 者】青年層組合員（３９歳以下）
　　　　　　※組合員外の方も受講できます。（受講料3，000円）
【定　　員】１０名
【受付方法】受講料を持参の上、各支部窓口にて申込み
【申込期限】令和 ８年 4月30日（定員になり次第締め切り）
【内　　容】規矩術（基礎講座）
　※持参するもの　さしがね、筆記用具、大工道具
　※出来るだけ ２日間参加の事
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催
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。
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を
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「
変
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快
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に
、
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し
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組
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を
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に
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な
歓
声
と
拍
手
が
起

こ
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い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
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開
き
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で
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れ
る
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触
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。
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め
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閉
会
に
あ
た

り
、
大
水
副
会
長
が
挨
拶
を
行

い
、
最
後
は
山
形
会
長
の
「
団

結
が
ん
ば
ろ
う
」
の
掛
け
声
で

交
流
会
は
盛
況
の
う
ち
に
終
了

し
ま
し
た
。

次々とお面が変化

OK PRO 住吉店が
メンバーズカード提携店に加わりました！
　コーナン PRO に加えて、新たに OK PRO で建設長崎メン
バーズカードが利用できるようになりました。お会計時に、メン
バーズカードを提示することで、税抜き合計金額から ３ ％の割引
が受けられます。（コーナン PRO、OK PRO ともに同じ特典内
容です）

※�対象店舗は「OK PRO 住吉店」のみ
で す。 そ の 他 の「OK ホ ー ム セ ン
ター」は割引対象となりませんので
ご注意ください。（一部割引対象外の
商品もございます）

OK PRO 住吉店　店舗情報
住　　所　〒852-8137
　　　　　長崎県長崎市若葉町 ２ -23
営業時間　平日 ･ 土曜日： ６ ：30～20：00
　　　　　日曜日： ９ ：00～20：00
電話番号　095-849-1210
FAX番号　095-847-3148

コーナン PRO 大塔店　店舗情報
住　　所　〒857-1161
　　　　　長崎県佐世保市大塔町 ８ -62
営業時間　平日 ･ 土曜日： ７ ：00～21：00
　　　　　日曜日： ８ ：00～21：00
電話番号　0956-33-8220

建設長崎メンバーズカード

※お問い合わせは所属支部までお願いします。

ホテルニュー長崎

March
No.729
２０２6年 3 月１５日

１部２０円　組合員の購読料は組合費に含みます
印刷●㈱昭和堂　TEL095-821-1234
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記念式典開催のお知らせ
開催日　令和 ８年 ４月19日㈰
会　場　ホテルニュー長崎　
※詳細は右下をご確認ください

建 設 長 崎 毎月１回１５日発行　　２０２6年（令和８年）３月１５日発行第 729 号　（１９７４年５月３０日　第３種郵便物認可）�1
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第三次・担い手 ３ 法について
令和 ７年12月12日より改正　建設業法が全面施行

◆背　景
　「担い手 ３法」とは、【建設業法】、【公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関
する法律】、【公共工事の品質確保の促進に関する法律】の総称であり、建設工事の
適正な施工及び品質の確保と、その担い手の確保を目的に改正がされてきました。
　建設業は、災害時には地域社会の安全・安心の確保を担う「地域の守り手」とし
ても重要な役割を果たしていますが、他産業より賃金が低く、就労時間も長いため、
現場作業を支える技能者は、高齢化と若年層の入職者の減少が続いており、担い手
の確保が困難となっています。
　そのような状況を受け、「処遇改善」、「価格転嫁」、「生産性向上」を主軸とする
「第三次・担い手 ３法」が令和 ６年に成立しました。

◆新たなルール・労務費に関する基準
　建設業者に対し、その雇用する労働者に対する適正な賃金支払い等の処遇確保等
を努力義務として位置づけるとともに、中央建設業審議会が、「労務費に関する基
準」を作成・勧告して建設工事を施工するために通常必要と認められる労務費（適
正な労務費）等を示し、これを著しく下回ることとなる労務費等による見積り・契
約締結を、公共工事・民間工事を問わず、また、下請取引を含む全ての建設工事の
請負契約において禁止する改正建設業法が昨年12月12日から全面施行されました。

事業主の皆さま

労働安全衛生法及び作業環境測定法改正について
令和 ８（2026）年 １月 １日から段階的に施行

　多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するた
め、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進や、職場のメンタルヘルス対策の推
進などの措置を行う改正を行いました。

個人事業者等の安全衛生対策の推進１
　労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及び義
務の主体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種措置を定め
ました。
（ １）注文者等の配慮� Ｒ ７．５．14施行
　労働安全衛生法第 ３条第 ３項に規定されている注文者などへの注文時の施工方法
や工期などに対する配慮規定について、今回の法改正により、こうした規定が建設
工事以外の注文者にも広く適用されることを明確化しました。
（ ２）混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大�Ｒ ８ ．４ ．１ 施行
　（特定）元方事業者が混在作業場所において、自社及び関係請負人等に雇用され
ている労働者の災害防止のために講ずべき必要な指導や連絡調整等の措置について、
その対象が当該労働者から個人事業者等を含む作業従事者に拡大されました。
　また、政令で定められた機械等または建築物を他の事業者に貸与する者が災害防
止のために講ずべき措置について、個人事業者等に貸与する場合にも当該措置を講
ずることとされました。
（ ３）業務上災害報告制度の創設� Ｒ ９．１．１施行
　個人事業者等の業務上災害が発生した場合には、災害発生状況などについて、厚
生労働省に報告させることができることとしました。
　報告主体や報告事項などの報告の仕組みの詳細は今後、関連する法令等により示
すこととしています。
（ ４）個人事業者等自身への義務付け� Ｒ ９．４．１施行
　個人事業者等自身に対して、労働者と同一の場所において作業を行う場合に、①
構造規格や安全装置を具備しない機械などの使用の禁止、②特定の機械などに対す
る定期自主検査の実施、③危険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講などを
義務付けることとしました。
（ ５）作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け� Ｒ ９．４．１施行
　作業場所管理事業者（仕事を自ら行う事業者であって、当該仕事を行う場所を管
理するものをいいます。）に対して、その管理する場所において、自社または請負
人の作業従事者のいずれかが、危険・有害な業務を行う場合に、災害防止の観点か
ら、作業間の連絡調整等の必要な措置を講ずることが義務付けられました。

職場のメンタルヘルス対策の推進２
� 公布後 ３年以内に政令で定める日から施行
　ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている常用労働者数50
人未満の事業場においても、ストレスチェックや高ストレス者への面接指導の実施
が義務付けられました。
　国においても小規模事業者が円滑に制度改正に対応できるよう、50人未満の事業
場に即したストレスチェックの実施体制・実施手法についてのマニュアルの作成や、
医師による高ストレス者への面接指導の受け皿となる地域産業保健センター（地さ
んぽ）の体制拡充などの支援を進めていきます。

【ストレスチェック制度の流れ】

高年齢労働者の労働災害防止の推進� Ｒ ８．４．１施行３
　高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した作業
環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業者の努力義務となりま
した。
　また、国において、事業者による措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を
定めることとしており、事業者の方には、指針に基づいた取り組みを行っていただ
く必要があります。
加えて
　「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等
に関する法律」も改正されました

治療と仕事の両立支援の推進� Ｒ ８．４．１施行４
　職場における治療と仕事の両立を促進するために必要な措置を講じることが事業
者の努力義務となりました。
　また、国において、当該措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を定めるこ
ととしており、事業者の方には、指針に基づいた取り組みを行っていただく必要が
あります。

建 設 長 崎 毎月１回１５日発行　　２０２6年（令和８年）３月１５日発行第 729 号　（１９７４年５月３０日　第３種郵便物認可）�3



こ
こ
に
こ
ん
な
人
が

　
岡
田
さ
ん
が
総
代
を
務
め
る

浄
香
寺
（
平
戸
市
田
平
町
）
で

は
、
境
内
に
と
も
さ
れ
た
、
た

く
さ
ん
の
竹
灯
籠
が
毎
年
大
み

そ
か
の
夜
か
ら
一
日
未
明
ま
で

参
拝
者
を
出
迎
え
て
い
ま
す
。

始
ま
り
は
、
岡
田
さ
ん
が
亡
く

な
っ
た
姉
の
供
養
の
た
め
に
五

〇
〇
個
ほ
ど
の
竹
灯
篭
を
飾
っ

た
の
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
そ

の
後
、
地
元
有
志
の
協
力
も
あ

り
、
今
年
で
十
一
回
目
を
迎
え
、

ま
た
年
々
灯
篭
の
数
も
増
や
し
、

昨
年
末
は
、
灯
篭
で
か
た
ど
っ

た
二
〇
二
六
年
の
干
支
「
午
」

の
文
字
や
、
馬
の
顔
な
ど
約
五

千
個
の
灯
篭
が
と
も
さ
れ
ま
し

た
。

　
岡
田
さ
ん
は
「
故
人
を
偲
ぶ

機
会
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
地

域
の
人
同
志
の
つ
な
が
り
も
で

き
た
。
今
後
も
続
け
て
い
き
た

い
」
と
語
っ
て
い
ま
し
た
。

竹
灯
籠
の
や
さ
し
い
光
で

　
参
拝
者
を
迎
え
る

岡
田
　
真
さ
ん

（
平
戸
支
部
支
部
長
）

バス健診が始まります！！
令和８年度　バス健診お申込書を５月中旬頃に発送を予定しております。
但し、40歳以上の方につきましては、（今年40歳になられる方も対象）
特定健診受診券と一緒に同封を予定しております。

【お申込みに関するお願い】
巡回健診のお申込みは準備の都合上、実施日の２週間前必着で組合へお申
込みください。

※今年度より一部実施会場が変更になっております。
※定員を100名前後とし先着順でのご案内となります。
　定員に達しますと受診日の変更をお願いさせていただく場合がございま
すので、予めご了承ください。その際には、お葉書等でご案内差し上げます。

【予定】日程日 健診時間帯 健診会場（予定）
６ 月 ７ 日（日）
６ 月28日（日） ９ 時～13時 時津北部コミュニティセンター

（コメリパワー時津店の近く）
７ 月 ５ 日（日）
７ 月26日（日） ９ 時～13時 郡地区公民館（大村）　※１

８ 月23日（日） ９ 時～13時 諫早市健康福祉センター　※２
８ 月30日（日） ９ 時～13時 相浦地区コミュニティセンター（佐世保）
９ 月 ６ 日（日） ９ 時～13時 島原市有明総合文化会館
９ 月13日（日） ９ 時～13時 平戸文化センター
９ 月27日（日） ９ 時～13時 広田地区コミュニティセンター（佐世保）

※１．大村中央公民館が空調設備の故障のため変更。
※２．駐車場がなかったため変更。
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類
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事
務
所
で
一
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理
し
ま
す

の
で
申
請
の
手
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で

す
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付
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で
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し
ま
す
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ご
不
明
な
点
は
各
所
属
支
部

へ
お
問
合
せ
下
さ
い
。

※規定料金は告知なく変更される場合がございます。正確な料金は各温泉施設までお問合せ下さい。
2025. 12. 1 現在

消費税
10％ 指定温泉名称 利用区分 温泉施設内

場所
平日料金

規定料金
割引料金

メンバーズ
カード提示

補助券の額
（温泉券利用）

利用者負担
（自己負担）

所在地
電話番号休日料金

長

崎

・

西

彼

地

区

稲佐山温泉
アマンディ 大人 830円 ▲30円 ▲300円 500円 長崎市曙町39-38

095-862-5555

i ＋ Land nagasaki
（旧）やすらぎ伊王島 大人

ホテル側

平日 800円 ▲100円 ▲300円 400円

長崎市伊王島町 １ 丁目3277-7
095-898-2202

休日 1,000円 ▲100円 ▲300円 600円

しまかぜ

平日 800円 ▲100円 ▲300円 400円

休日 1,000円 ▲100円 ▲300円 600円

喜道庵 大人 1,000円 - ▲300円 700円 西彼杵郡長与町岡郷2762-1
095-887-4126

道の尾温泉 大人 800円 - ▲300円 500円 西彼杵郡長与町高田郷284
095-856-2631

県

央

地

区

サンスパ
おおむら　ゆの華 大人 820円

▲120円
【メンバーズカード
有無に関わらず】

▲300円 400円 大村市森園町663-3
0957-50-1126

青雲荘 大人 880円 - ▲300円 580円
雲仙市小浜町雲仙500-1

0957-73-3273
小地獄温泉館 大人 500円 - ▲300円 200円

望洋荘

大人（高校生以上）
［ ７ ：30～16：30］ 550円 - ▲300円 250円

雲仙市小浜町南本町10
0957-74-3141

大人
［16：30～21：30］ 330円 - ▲300円 30円

雲仙市にお住いの方のみ
（保険証・運転免許証をご提示ください）

大人（60歳以上）［ ７ ：30～21：30］
209円 差額は返金されません。 ０円

いいもり月の丘 大人 520円 - ▲300円 220円 諫早市飯盛町平古場279番地
0957-28-4141

県

北

地

区

国民宿舎　くじゃく荘 大人 600円 - ▲300円 300円 東彼杵郡川棚町小串郷272
0956-82-2661

川棚大崎温泉
しおさいの湯 大人 600円 - ▲300円 300円 東彼杵郡川棚町小串郷237

0956-82-6868

ザ・パラダイス
ガーデン サセボ（※ １ ）

大人 900円 - ▲300円 600円 佐世保市崎岡町853-12
0956-39-4800

ホテルローレライ
ばってんの湯（※ １ ）

大人 800円 ▲160円 ▲300円 340円 佐世保市南風崎町449
0956-59-3939

はさみ温泉
湯治楼

大人 平日 800円 - ▲300円 500円
東彼杵郡波佐見町長野郷558-3

0956-76-9008
大人 土・日・祝 850円 - ▲300円 550円

鹿町温泉　やすらぎ館 大人 660円 - ▲300円 360円 佐世保市鹿町町土肥ノ浦169-2
0956-66-2617

平戸たびら温泉
サムソンホテル 大人 1,000円 - ▲300円 700円 平戸市田平町野田免210-6

0950-57-1110

（※ １）毎月26日「風呂の日」は規定料金が半額となり、補助券の使用は出来ません。

長崎県建設事業国民健康保険組合指定温泉一覧表

高額療養費の自己負担限度額が変わります（令和８年８月～）
　令和８年８月から高額療養費制度における一月当たりの自己負担の上限額が引き上げられ、
次のように改正されます。
　また、令和９年度以降、現行の所得区分の細分化と更なる引き上げが予定されています。

①70歳未満� （単位：円）
所得区分

（旧ただし書き所得） 現　　行 令和８年８月～

ア 901万円超
252,600+（医療費－842,000）×１％

〈多数該当：140,100〉
270,300+（医療費－901,000）×１％

〈多数該当：140,100〉
年間上限：1,680,000

イ 600万円　　
　～901万円

167,400+（医療費－558,000）×１％
〈多数該当：93,000〉

179,100+（医療費－597,000）×１％
〈多数該当：93,000〉
年間上限：1,110,000

ウ 210万円　　 　
　～600万円以下

80,100+（医療費－267,000）×１％
〈多数該当：44,400〉

85,800+（医療費－286,000）×１％
〈多数該当：44,400〉
年間上限：530,000

エ 210万円以下
57,600

〈多数該当：44,400〉
61,500

〈多数該当：44,400〉
年間上限：530,000（※１）

オ 住民税非課税
35,400

〈多数該当：24,600〉
36,900

〈多数該当：24,600〉
年間上限：290,000

②70歳以上� （単位：円）
所得区分

（課税所得） 現　　行 令和８年８月～

現
Ⅲ 690万円以上

252,600+（医療費－842,000）×１％
〈多数該当：140,100〉

270,300+（医療費－901,000）×１％
〈多数該当：140,100〉
年間上限：1,680,000

現
Ⅱ 380万円以上

167,400+（医療費－558,000）×１％
〈多数該当：93,000〉

179,100+（医療費－597,000）×１％
〈多数該当：93,000〉
年間上限：1,110,000

現
Ⅰ 145万円以上

80,100+（医療費－267,000）×１％
〈多数該当：44,400〉

85,800+（医療費－286,000）×１％
〈多数該当：44,400〉
年間上限：530,000

一
般 145万円未満

57,600
〈多数該当：44,400〉

〈外来特例：18,000〉
〈外来年間上限：144,000〉

61,500
〈多数該当：44,400〉

年間上限：530,000（※２）
〈外来特例：22,000〉
外来年間上限：216,000

低
Ⅱ 住民税非課税

24,600

〈外来特例8,000〉

25,700
〈多数該当：24,600〉
年間上限：290,000
〈外来特例：11,000〉
外来年間上限：96,000

低
Ⅰ

住民税非課税
（所得が一定以下）

15,000

〈外来特例：8,000〉

15,700
年間上限：180,000
〈外来特例：8,000〉

（※1.2）�「～約200万円」区分に該当することが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和９年８月以降に
償還払い。
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